
家具転倒防止金具取付事業実施要綱 

 （目的） 

第１条  この要綱は、市民に対して家具等の固定等を推進することにより、地震に

よる被害を防止し、又は軽減することで安全の確保の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条  家具転倒防止金具取付事業（以下「事業」という。）は、次に掲げるものと

する。 

 (1) 家具等の転倒防止金具取付を希望する世帯に対し、各町内ごとに申請してもら

う。 

 (2) 転倒する可能性のある家具等について、転倒防止金具を取り付け、又は安全な

場所に移動すること。 

２ 前項の規定により金具を取り付け、又は移動することのできる家具等は、寝室、

居間その他居住する住宅内で利用頻度が高いと認められる部屋に置かれる書棚、た

んすその他の家具等であって、その転倒により生命又は身体に危害を及ぼす可能性

のあるものに限るものとする。ただし、次に掲げるものを除く。 

 (1) 電化製品等、鋼鉄製であることにより、金具を取り付けることができないもの。 

 (2) ピアノ等、重量があることにより、移動することができないもの。 

（3） 仏壇、仏具等。 

３ 転倒防止金具を取り付けることのできる家具等の数は、１世帯につき３点までと

する。 

 （対象世帯） 

第３条  この事業は、市内に居住する世帯を対象とする。 

２ この事業の利用は、１世帯につき１回とする。ただし、引越し、住居の建替えそ

の他特別の理由があると市長が認めたときは、この限りではない。 

（事業の委託） 



第４条  この事業は、事業の実施を市長が適当と認める事業者（以下「事業者」と

いう。）に委託するものとする。 

（申請） 

第５条  この事業を利用しようとする者は、家具転倒防止金具取付事業申請書（様

式第１号）を市長に申請しなければならない。 

２ 自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住する者が申請する場合は、家屋の所有者

又は管理者からこの事業の承諾を得なければならない。 

３ 市長は、家具転倒防止金具取付事業の受付簿（様式第２号）を備えるものとする。 

 （辞退） 

第６条  事業申請書提出後においてこれを辞退するときは、家具転倒防止金具取付

事業辞退届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 （決定の取消し） 

第７条  市長は、事業申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該申請を取り消すことができる。 

(1) 虚偽又は不正の手段により事業の利用が判明したとき。 

(2) その他市長が不適当と認める理由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、その理由を付して、家具転

倒防止金具取付事業決定取消通知書（様式第４号）により事業申請者に通知するも

のとする。 

 （費用負担） 

第８条 市長は、事業の実施に要する費用を負担するものとする。 

２ 家具転倒防止金具取付事業辞退届（様式第４号）を提出された場合は、人件費及

び事務費として委託料の30％を負担するものとする。 

第９条  事業者は、事業完了後、家具転倒防止金具取付事業報告書（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。 



 （免責） 

第10条 この事業により家具転倒防止金具の取り付けを行ない、又は移動した家具等

の転倒により発生した事故について、市及び事業者は、賠償の責任を負わない。 

 （雑則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１６日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


